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簡易公募型競争入札方式に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始する。 

本業務では、競争参加者の資料作成及び、発注者の技術審査に係る事務負担軽減を図るため、評価

に係る申請資料の提出を、競争参加者の自己申告による「簡易技術資料」の提出に留め、開札後に、落

札候補者に対してのみ、「詳細技術資料」を求め、「簡易技術資料」の内容を確認する「簡易確認型」

を試行する。なお、「簡易確認型」の概要は、

https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/sokuryou/pdf/kanikakunin.pdfより確認することができる。 

 

令和８年６月１５日 

支出負担行為担当官 

中部地方整備局長  森本 輝 

 

１ 業務の概要 

(１）業 務 名 令和８年度 豊田地方合同庁舎改修ほか１件設計業務 

                  （電子入札対象案件）（電子契約対象案件） 

 

(２）業務内容 

本業務は、以下に示す施設の改修に係る実施設計（積算業務含む）を行うものである。 

対象施設 豊田地方合同庁舎（愛知県豊田市常磐町１丁目１０５－３） 

構造階数： 鉄筋コンクリート造 地上５階 地下１階 塔屋１階 

建物規模： 延べ面積 ６，７５１㎡ 

設計内容： 外部建具改修、外構改修 

 

対象施設 豊田労働基準監督署（愛知県豊田市常磐町３丁目２５－２） 

構造階数： 鉄筋コンクリート造 地上２階 

建物規模： 延べ面積 ６６０㎡ 

設計内容： 防水改修、外壁改修 

 

(３）履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年１月２９日まで 

 

(４）調査基準価格 

本業務の予定価格が１，０００万円を超える場合は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第

１６５号）（以下「予決令」という。）第８５条の基準に基づく調査基準価格を設定する。 

 

(５）品質確保基準価格 

本業務の予定価格が５００万円を超え１，０００万円以下の場合は、業務品質確保の観点から

中部地方整備局が定める価格「品質確保基準価格」を設定する。 

 

(６）成績評定 

本業務の契約金額が１００万円を超える場合は、業務完了時に会計法第２９条の１１第２項に

基づく検査（給付の完了の確認）とあわせ、地方整備局等建築設計等委託業務成績評定要領に基

づき成績評定を行う。 

 

２ 入札方式 

本手続は、参加表明書及び簡易技術資料（以下「申請書等」という。）の資料提出及び入札を電子

入札システム等で行う。 

ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代える

ことができる。 



 
2

また、落札候補者となった場合に提出が必要となる詳細技術資料については、電子メールで提出する。 

 

３ 入札手続等 

(１)担当部局 

〒４６０－８５１４  名古屋市中区三の丸二丁目５－１ 

中部地方整備局 総務部 契約課 契約第二係 

電  話 ：０５２－９５３－８１３８ 

メールアドレス ：cbr-keiyaku@mlit.go.jp 

 

(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

①入札説明書等の交付期間：別表①のとおり。 

②交付場所及び方法：「電子入札システム」に掲載した入札説明書をダウンロードすることにより

交付する。 

 

(３)申請書等の提出期間、場所及び方法 

①申請書等の提出期間：別表②のとおり。 

②提出場所及び方法：申請書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、事前に紙入札

方式の承諾を得た者は、電子メールにより３(１)に提出すること。 

 

(４)詳細技術資料の提出期間及び提出先 

①詳細技術資料の提出期間：落札候補者に通知する詳細技術資料提出依頼書（落札候補者選定通

知）による。 

②落札候補者は、電子メールにより詳細技術資料を３(１)に提出すること。 

 

(５)入札、開札の日時、場所及び方法 

①入札書の受付期間：別表④のとおり。 

②入札書の提出方法：入札書は、電子入札システムにより提出すること。 

ただし、事前に紙入札方式の承諾を得た者は、紙により３(１)まで「郵便（書留郵便に限る）又

は託送（※注１）（以下「郵送等」という。）」で提出すること。 

※注１「託送」とは…民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第

２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特

定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便をさし、書留郵便と同

等のもの。 

③開札の日時及び場所：別表⑤のとおり。 

 

４ 競争参加資格要件（指名されるために必要な要件） 

申請書等、詳細技術資料の提出のあった者（以下、「参加表明者」という。）のうち、以下に示す要

件を満たす全ての者が、入札に参加できる。 

項目 要件（概要） 

(1)基本的要件 

企業要件 単体企業であること。 

業種区分 

中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）における

建築関係建設コンサルタント業務に係る令和７・８

年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定を受け

ていること。 

事務所登録 

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の

規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている

こと。 

(2)資本関係及び人的関係に関する要件 入札説明書による。 

(3)業務実施体制に関する要件 入札説明書による。 

(4)配置予定管

理技術者の資格
資格要件 

配置予定管理技術者は以下の資格を有すること。 

・一級建築士 
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に関する要件 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中に参加

表明提出者の組織と直接的雇用関係があること。 

(5)配置予定管

理技術者の業務

実績に関する要

件 

業務実績 

同種業務：下記に該当する実施設計を含む設計業務 

民間の実績についても可とする。ただ

し、一戸建ての住宅に関する業務及び軽

微な業務（契約額の総額１００万円未

満）は除く。 

・外壁改修 

業務成績 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日までに契

約履行が完了した国土交通省営繕部等発注の営繕事

業に係る業務の実績がある場合は、業務評定点の全

てが６０点以上であること。 

（業務成績の相互利用の適用対象のもののうち、設

計及び設計意図伝達の業務成績） 

※要件の詳細な内容等については、入札説明書を確認すること。 

 

５ その他 

(１)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(２)入札保証金及び契約保証金  

①入札保証金：免除 

②契約保証金：要 

 

(３)契約書作成の要否等 

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子

契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 

 

(４)関連情報を入手するための照会窓口３(１)に同じ。 

 

(５)本業務は、入札書提出期限日の年月時点において適用される積算基準及び業務委託等技術者単

価、公共工事設計労務単価により積算を行うものとする。 

 

(６)詳細については、入札説明書による。 

 

別表 

① 指名通知の日 令和８年７月 ７日 

② 入札説明書等の交付期間 令和８年６月１５日から 

令和８年７月１５日 

③ 参加表明書等の提出期間 令和８年６月１６日から 

令和８年６月２９日１０時から１６時まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

④ 入札書の受付期間 令和８年７月１４日１０時から 

令和８年７月１５日１６時まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

⑤ 開札の日時及び場所 令和８年７月１７日１０時００分 

中部地方整備局総務部契約課入札室 

 


